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基地問題に関する要望

神奈川県内には、 いま なお、 15か所約2, 090ヘク タ ールにも 及ぶ米軍

基地が所在し 、 その多く が人口の密集し ている 市街地に位置し ており ま

す。 こ れら の米軍基地は市民に事故等のさ ま ざま な不安を与える と と も

に、 生活環境の保全、 都市整備の著し い障害と なっており ま す。

特に、 受忍の限度を超え違法と の司法判断がたびたび出さ れている 航空

機騒音のほか、 県内基地の施設整備等、 基地問題は広範多岐にわたってお

り ま す。

長年にわたり 、 こ う し た基地がも たら す苦悩に耐えてきた市民にと っ て、

基地の早期全面返還は切実な願いであり 、 県内自治体が抱える 大きな課題

であり ま す。

国におかれまし ては、 基地の設置、運用により 生ずる諸問題に対処する た

め、従来から 障害防止工事、 民生安定事業、 住宅防音工事等種々の施策を

推進さ れてきたと はいえ、 基地周辺住民にと っていまだ十分と いえる も の

ではあり ません。

さ ら に、 在日米軍再編の最終報告では、 2014年(平成26年) までに空母艦

載機を厚木基地から移駐させる こ と が示さ れま し たが、 実現には多く の課

題が山積し ている状況にあり ま すし 、 キャンプ座間の在日米陸軍司令部が

近代的な司令部に改編さ れる など、 負担増と言える も のもあり ます。 そう し

た中、 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法も 成立し たと こ

ろではあり ま すが、 基地周辺住民にと って、 まだまだ十分な配慮がなさ れ

ている と は言えない状況であり ます。

本来、 わが国の安全保障に係る負担に相応し た十分な代替措置や助成そ

の他必要な措置を講ずるべきであり 、国による 基地問題に対する一層の取組

みが必要ですので、 基地問題に関する要望項目に対し て誠実に対応さ れる

よう 要望いたし ま す。
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中でも 、 基地周辺住民が安全で快適な生活を送れるよう 重点要望項目に

ついては、 特段の配慮をお願いする と と も に、 国の考えを回答さ れるよう

要望いたし ま す。

ま た、 情報化社会が急速に進む中、 あらゆる分野において適時適切な情

報提供が求めら れており 、 安全保障の分野でも種々の議論がなさ れる中、

県民の関心も高まっていますので、 基地問題に関わる情報提供は関係自治

体はも と より 、直接住民に対し ても積極的に行う よう 併せて要望いたし ま

す。

なお、 国是である 「 非核三原則」 については、 引き続き厳正に遵守さ れ

るよう 要望いたし ま す。
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重点要望項目

Ⅰ 米軍基地の整理・縮小・早期返還を推進されたい。

Ⅱ 厚木基地における航空機騒音を解消されたい。

Ⅲ 米国原子力艦の事故による原子力災害対策を強化充実されたい。

Ⅳ 日米地位協定の見直しを行うとともに、その運用について、適切な

改善を図られたい。

Ⅴ 住宅防音工事等、騒音対策の充実を図られたい。

Ⅵ 国による財政的措置及び各種支援策を充実されたい。
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重点要望項目

神奈川県内の基地に関係する自治体で構成する 神奈川県基地関係県市

連絡協議会は、 米軍基地に起因する諸問題を解決する ため昭和39年に設

立さ れて以来、 国に対し て継続的に要望活動を行っており ま す。

基地問題には困難な課題が多く 、 その解決を図る ためには、 国と自治

体の緊密な協力関係が重要である こ と は言う までもあり ません。

そこで、 特に重要な要望項目については、 現時点で国がどのよう に考

え、 具体的にどのよう に対応する のか明確にし ていただく 必要がある と

考えま す。

つきま し ては、 以下の重点要望項目について、 回答いただきま すよう

お願いいたし ま す。

なお、 回答をお願いし たい省庁名を各項目の最後の（ ） 内に記載さ

せていただいており ま す。
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県内提供施設一覧表

（ 平成19年３ 月31日現在）

№ 施 設 名 軍別 土地面積

（ 千㎡）

所 在 地

1 根 岸 住 宅 地 区 海 429 横浜市(中区、 南区、 磯子区)

2 横 浜 ノ ー ス ･ ド ッ ク 陸 550 〃 ( 神奈川区)

3 富 岡 倉 庫 地 区 海 29 〃 (金沢区)

4 上 瀬 谷 通 信 施 設 〃 2, 422 〃 (旭区、 瀬谷区)

5 深 谷 通 信 所 〃 774 〃 (泉区)

6 鶴 見 貯 油 施 設 〃 184 〃 (鶴見区)

7 吾 妻 倉 庫 地 区 〃 815 横須賀市

8 横 須 賀 海 軍 施 設 〃 2, 363 〃

9 浦 郷 倉 庫 地 区 〃 194 〃

10 池子住宅地区及び海軍補助施設 〃 2, 884 逗子市･横浜市(金沢区)

11 相 模 総 合 補 給 廠 陸 2, 144 相模原市

12 相 模 原 住 宅 地 区 〃 595 〃

13 キ ャ ン プ 座 間 〃 2, 346 相模原市・ 座間市

14 厚 木 海 軍 飛 行 場 海 5, 069 綾瀬市・ 大和市・ 海老名市

15 長 坂 小 銃 射 撃 場 〃 97 横須賀市

計 20, 895

相模原市
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Ⅰ 米軍基地の整理・縮小・早期返還を推進されたい。

１ 米軍基地の整理・縮小・早期返還（外務省、防衛施設庁）

人口の密集し ている本県において、 米軍基地は、 住民生活に騒音や事故の

不安、 そし てまちづく り の阻害等多く の障害や危険を も たら し ている 。

国におかれては、 かかる実態を踏ま え、 特に次のよ う な状況にある 県内の

米軍基地の整理・ 縮小・ 早期返還について強く 米軍に働きかけら れ、 こ れら

を実現する こ と 。

○遊休化し ている 基地

○住民福祉・ 都市整備のための公共施設用地と し て緊急に必要と する 基地

○周辺住民に多大な障害を与えている 基地

ま た、 一部返還申請中の基地、 返還方針が合意さ れている 基地については、

早期に返還を実現する こ と 。

平 ワ岸 新 開北 サ 冷 現
和 ｜・ 安 始ベ イ 戦 在
条 共ア 保 ト ゴ 崩
約 同イ 条 ナ ン 壊
発 声ゼ 約 ム 陥
効 明ン 発 爆 落

ハ 効 撃

基地数と面積の推移
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２ 返還財産の処分条件（財務省、防衛施設庁）

地元自治体が、 基地の存在によ り 受けてきた様々な障害等のこ れまでの地

元負担、 影響を考慮し 、 返還によ る メ リ ッ ト が市民にも たら さ れる よ う 、 公

共公益的な利用を促進する こ と 。 さ ら に処分条件等について譲与や無償貸付

などの優遇措置や国によ る 積極的な 事業実施を図る こ と 。 （ 留保地を含

む。 ）

Ⅱ 厚木基地における航空機騒音を解消されたい。

厚木基地周辺住民は、 航空機騒音によ り 、 長年にわたり 耐え難い苦悩を強い

ら れており 、 神奈川県及び基地周辺市は、 かねてよ り 、 こ のよ う な航空機騒音

問題の抜本的解決を求めてきた。

こ う し た中、 平成１ ８ 年５ 月には在日米軍再編協議において、 騒音被害の主

な原因である 空母艦載ジェッ ト 機等５ ９ 機を２ ０ １ ４ 年（ 平成２ ６ 年） までに

移駐させる こ と 等が日米両国政府間で合意さ れ、 その実施に向けた閣議決定が

なさ れた。

し かし 、 移駐が実現さ れる までには、 解決さ れなければなら ない多く の課題

がある と 思われ、 それまでの間、 基地周辺の住民は、 ＮＬ Ｐ 直前の集中的訓練

をはじめと する昼夜を問わない激し い騒音や、 墜落、 部品落下、 不時着などの

事故への不安にさ ら さ れ続けなく てはなら ない。

三次にわたる 騒音訴訟でも 、 基地周辺住民が受忍限度を超える 騒音被害を 受

けている と の司法判断がなさ れている こ と は、 その負担の深刻さ を示し ている 。

ついては、 一日も早い騒音問題の抜本的解決を図る ため、 国の責任において、

特に次のこ と を早急に実現する こ と 。

１ 空母艦載機の移駐の着実な実施等（外務省、防衛省、防衛施設庁）

空母艦載ジェッ ト 機の移駐等の早期実現を図る ため、 施設整備、 予算措置、

地元への適時適切な説明など、 必要な対応を着実に実施する と と も に、 移駐

にかかる諸課題の解決に向けた協議等に全力を尽く すこ と 。

ま た、 恒常的な訓練施設の確保を確実なも のと する こ と 。
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２ 移駐実現までの間の騒音問題の積極的な解決への取り組み（外務省、防衛

省、防衛施設庁）

(1) ＮＬＰの硫黄島での全面実施及びＮＬＰ直前の集中的訓練の硫黄島の活

用等

＜米側との調整＞

ア 厚木基地周辺住民の深刻な騒音被害の状況を深く 認識さ れ、 ＮＬ Ｐ の

硫黄島での全面実施及びＮＬ Ｐ 直前の集中的訓練における硫黄島の活用

などについて、 積極的に米側と 調整する こ と 。

その実現に向けて、

＜必要な措置の検討＞

イ いわゆる 「 直結方式」 や硫黄島での予備日の設定など、 必要な措置に

ついても 米側と 多角的な検討を行う こ と 。

＜必要な支援態勢等＞

ウ 支援態勢、 施設の一層の拡充、 整備を推進する こ と 。

(2) ＮＬＰ直前の集中的訓練に関する事前情報提供

住民の苦痛を少しでも 軽減・ 緩和する ため、 ＮＬ Ｐ 直前の集中的訓練に

ついても 、 国の責任において、 ＮＬ Ｐ 同様の的確な事前情報の提供を行う

と と も に、 住民への十分な説明を行う こ と 。

(3) ＮＬＰ終了後の深夜飛行の禁止

ＮＬ Ｐ 終了後に行われる深夜飛行によ り 、 厚木基地周辺住民は睡眠を妨

害さ れる など多大な被害を受けている こ と から 、 「 厚木飛行場周辺の航空

機の騒音軽減措置」 を遵守し 、 深夜の飛行は行わないこ と 。

(4) 日常的な航空機騒音の軽減

厚木基地における 航空機騒音は、 昼夜を分かたず基地周辺住民に深刻な

影響を与えている 。

環境省の取り ま と めた 航空機騒音調査結果による と 、 平成 11年以降の厚

木基地の測定値は、 国が定めている 航空機騒音に係る 環境基準値を はる か

に上回り 、 人口が密集する 厚木基地周辺住民にと っ て耐え難い状況と なっ

ている 。
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ま た最近においては、 騒音苦情が寄せら れる区域も広がっ ており 、 騒音

被害も広範囲にわたっている 。

こ のよ う な こ と から 、 国において は、 次のこ と について 米側と 早急に

調整を行い、 適切な改善措置を講じ 、 騒音被害の軽減を図る こ と 。

ア 「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置」の全面的見直し

厚木基地における 騒音問題を解決する ための騒音軽減措置は、 既に 40

年以上が経過し現状にそぐわな いため、 全面的に見直すこ と 。 な お、 改

正までの間について は、 「 騒音軽減措置」 における 「 運用上の必要に応

じ 」 などの除外規定を適用し ないよ う 米側と 調整する こ と 。

イ 緊急時を除く遵守の義務づけ

事故防止上やむを得ない場合などの緊急時を除いて 、 騒音軽減措置各

項目を遵守する こ と を米側に義務づける こ と 。

ウ 環境基準を確保する飛行速度・高度の設定

低空飛行への苦情が増えている こ と に鑑み、 「 航空機騒音に係る 環境

基準」 が確保さ れるよ う な飛行速度及び高度を具体的に定める こ と 。

エ 飛行禁止時間の延長

12 時から 13 時、 並びに 18 時から 翌朝８ 時までの飛行活動及びエンジン

テスト を禁止する こ と 。

なお、 改正までの間、 例えば騒音の激し い機種については早めに飛行

を終える などの運用を米側に求める こ と 。

オ 飛行禁止日の設定

土・ 日曜・ 祝日、 盆並びに年末・ 年始、 日本の伝統的行事及び重要な

学校行事・ 市民行事等における飛行活動を禁止する こ と 。

カ 離着陸訓練等の禁止

離着陸訓練及び指定さ れた訓練区域外での訓練飛行を禁止する こ と 。

キ 低空飛行等の禁止

低空飛行、 編隊飛行、 急旋回、 急上昇、 曲技飛行及び連続発進を禁止

する こ と 。
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ク 飛行実績に関する情報の提供

関係自治体に対し 、 一定期間ごと に、 機種別、 離着陸、 タ ッ チ・ アン

ド ・ ゴー、 フラ イパス等の飛行形態ごと 、 日ごと の飛行回数を明ら かに

する と と も に、 飛行経路の情報も提供する こ と 。

ケ 飛行回数の低減

飛行回数の低減等によ り 騒音の総量を抑制する こ と 。

騒音苦情件数の推移

Ⅲ 米国原子力艦の事故による原子力災害対策を強化充実されたい。

横須賀港には、 通算 750 回を 超える 原子力艦が入港する と と も に、 2008 年

（ 平成 20 年） には通常型空母から 原子力空母に交替する こ と について日米両

国政府が合意し ている と ころである 。
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こ う し た中で、 国においては、 平成 14 年４ 月に、 防災基本計画に原子力艦

の原子力災害対策を 位置づける と と も に、 平成 16 年８ 月には「 原子力艦の原

子力災害対策マニュアル」 を作成する など対応を進めている と こ ろである が、

米国原子力艦による 原子力災害が発生し た場合に、 過去の原子力災害の轍を踏

ま ないよ う 、 災害対策を強化充実する こ と が必要である 。

そこで、 次のこ と について、 早急に適切な措置を講じ る こ と 。

１ 放射能調査の強化充実及び異常値観測時の対応強化

(1) 放射能調査の強化充実（文部科学省）

放射能調査については、 測定機器を増設する などの措置を講じ る と と も

に、 国自ら による観測体制を強化充実する こ と 。 ま た、 測定機器の設置に

あたっては地元自治体と 十分協議する こ と 。

(2) オフサイトセンターの設置（内閣府、文部科学省）

民間の原子力関係施設に対し ては、 原子力災害対策特別措置法の規定に

よ り オフサイ ト センタ ーを設置する こ と が義務づけら れている 。

米国原子力艦については、 わが国の安全保障に関する 事項である こ と に

鑑み、 国の責任においてオフサイ ト センタ ーを設置する こ と 。

(3) 異常値観測時の対応強化（外務省、文部科学省）

事故発生の際に迅速かつ的確な対応を確保する観点から 、 異常値観測時

における関係機関（ 関係自治体を含む。 ） への迅速な連絡体制を強化する

こ と 。

ま た、 原子力艦の極めて些細なト ラブルについても日本政府に連絡する

こ と を米国政府と の間で確実なも のにする と と も に、 政府に連絡があっ た

際には、 直ちに関係自治体に連絡する こ と 。

２ 事故対策の強化充実

(1)  原子力艦の原子力災害対策の強化充実（内閣府、文部科学省）

原子力艦の災害対策については国が責任を も っ て対応する こ と 。 ま た、

SPEEDI の端末を現地で災害対応する場に設置する など、 住民の避難等の災

害対策が迅速に行えるよ う 取り 組むこ と 。
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(2)  防災訓練への米軍の積極的参加（内閣府、外務省、文部科学省）

原子力艦の万一の事故を想定し たシナリ オに基づく 訓練に、 米軍が積極

的に参加するよ う 引き続き協議する と と も に、 国主催の防災訓練を定期的

に実施する こ と 。

(3)  原災法に準じた対策等の実施（外務省）

原子力災害対策特別措置法の原子力事業者に準じた対策を講じ るよ う 米

側に申し入れ、 その回答を情報提供する こ と 。

(4)  日米両国政府及び関係自治体による迅速・的確な情報交換（外務省）

事故発生時において、 米側と 関係機関（ 関係自治体を含む。 ） が迅速か

つ的確な情報交換を実施する こ と ができるよ う 措置する こ と 。

３ 関係自治体が講じる対策への必要な措置等

(1)  制度面、財政面、技術面での支援（内閣府、防衛施設庁、文部科学省）

今後、 関係自治体が講じ る対策については、 制度面はも と よ り 安全対策

に対する 特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付を はじめと する財政面や

技術面などの必要な措置、 全面的な支援を行う こ と 。

(2) 基礎的情報の提供（外務省）

原子力艦に係る 基礎的情報や万一の場合の米側の災害応急対策に係る情

報について、 最低限必要な基礎的情報を入手し関係自治体に提供する こ と 。

原子力艦年度別寄港状況
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Ⅳ 日米地位協定の見直しを行うとともに、その運用について、適切な

改善を図られたい。

(注)本項において、 各要望項目に付し てある 、 〔 〕 書きは、 各条項

の内容把握のために、 県市協が説明を付し たも のである 。

１ ２条３項関係〔不要な施設及び区域の返還並びに必要性の検討〕

＜基地の使用状況等の点検＞ （外務省、防衛施設庁）

人口の密集し ている 県内における 基地問題の解決を図る ため、 随時その施

設及び区域ごと に必要性、 使用状況等の総点検を行い、 その結果に応じて、

返還に向けた米国と の調整を積極的に行う と と も に、 調整状況を関係自治体

に伝える こ と 。

２ ３条１項関係〔管理権〕

＜犯罪、迷惑行為の防止＞（外務省、防衛施設庁）

合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれら の家族（ 以下「 米軍人等」 と

いう 。 ） によ る犯罪及び迷惑行為などが多発し ている こ と から 、 真に実効

性のある対策を講じ 、 再発防止に努める こ と 。

３ ３条３項関係〔公共の安全〕

(1) 飛行時の安全確保（外務省）

米軍機から の落下物やヘリ コプタ ーの不時着等の事故防止及び飛行の安

全を図る ため、 機器の点検・ 保守・ 整備及びパイロッ ト 教育の徹底等につ

いて、 万全の措置を講じる こ と 。

特に、 人口の密集し ている 市街地に所在する厚木基地周辺におけるジェ

ッ ト 機等の飛行は、 墜落等の事故が発生し た際に大惨事につながる こ と は

明白である こ と から 、 ジェッ ト 機等の整備点検や周辺住民の安全を最優先

と し たパイ ロ ッ ト 教育の徹底等について、 万全の措置を講じ る こ と 。



－16－

ま た、 原子力関連施設、 石油コンビナート 、 ガスタンク など、 墜落事故

が大災害に直結する 施設の周辺上空での飛行を禁止する こ と 。

(2) 艦船の安全航行の徹底（外務省）

港湾施設に入出港する場合はもちろん、 近海を 航行する艦船についても 、

安全航行の徹底を図る ため、 万全の措置を講じ細心の注意を払っ て行動す

る こ と 。

(3) 艦船事故連絡体制の確立（外務省、防衛施設庁）

航空事故等連絡体制と 同様に、 近隣海域で艦船事故が発生し た場合に関

係機関相互の迅速な連絡調整が可能と なるよ う 、 連絡協議会を 設置する な

ど地域レベルの連絡体制を国が整備する こ と 。

(4)  環境問題発生時の回復義務（外務省、環境省）

米軍の活動に起因し て騒音、 水質汚濁、 大気汚染、 土壌汚染等の環境問

題が発生し た場合には、 米国の責任において適切に回復する こ と を義務づ

ける こ と 。

ま た、 講じた措置等については関係自治体の求めに応じて速やかに公表

する こ と 。

４ 16条関係（法令尊重の義務）

(1)  環境関連法令等の適用（外務省、環境省）

基地内及び基地周辺の生活環境の保全及び安全確保のため、 米軍にも 大

気汚染防止法、 水質汚濁防止法、 ダイオキシン類対策特別措置法、 土壌汚

染対策法、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律などの生活環境の保全に関

する国内法令が遵守さ れるよ う 、 早急に日米地位協定を見直すこ と 。

なお、 日米地位協定全体の見直し が難し い場合は、 環境に係る 特別協定な

どによ り 、 事実上改正と同様の効果を持つ、 対策を講じる こ と 。

(2) 環境調査の実施等（外務省、環境省）

国内法令が適用さ れる までの間、 国内法令に準じた環境調査を実施し 、

その結果を公表する と と も に、 地元自治体が定期的に日本環境管理基準

（ Ｊ Ｅ Ｇ Ｓ ） に基づく 運用実態を確認できるよ う 米側と 協議する こ と 。
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５ 23条関係（安全確保の措置等）

＜災害時の相互応援等＞（外務省）

災害時に市民の生命、 財産を守り 、 安全を確保する ため、 人道的見地から

も 在日米軍と の相互応援が実施できるよ う 日米両国間で包括的な取り 決めを

行う こ と 。

併せて、 在日米軍と 災害時の相互応援が実施できる包括的な取り 決めに基

づき 、 災害発生時の相互応援、 広域避難場所と し ての基地の一部使用等につ

いて 、 基地司令官と 地元自治体の協定が締結できるよ う 支援する こ と 。

６ 25条関係（日米合同委員会）

(1)  合意事項等の公表・情報提供及び関係自治体の意向聴取（外務省）

日米地位協定の運用である日米合同委員会の協議事項、 協議内容、 合意

事項について、 関係自治体に情報提供する と と も に、 合意事項については

公表する こ と 。

特に、 自治体に関係する 事項については、 当該関係自治体の意向を聴取

し 、 その意向を踏ま えて協議する こ と 。

(2） 定期的な話し合いの場の設置（外務省、防衛省）

政府と 地元自治体の代表者と の定期的な話し合いの場を設置する こ と 。

７ 日米合同委員会合意事項関係

（「在日米軍に関わる事件・事故通報体制」及び「米軍航空機の事故調査

報告書の提供及び公表」関係）

(1) 事件・事故発生時の速やかな情報提供等（外務省、防衛施設庁）

基地に起因する 事件、 事故等が発生し た場合、 速やかに情報を関係自治

体に提供する と と も に、 周辺住民に対する説明会等を開催し 、 住民の理解

を得るよ う 十分配慮する こ と 。

(2)  事故報告書の提出（外務省、防衛施設庁）

事故の大小にかかわらず、 基地周辺住民や事故現場周辺住民に大きな影響

を与える 事故が発生し た場合は、 平成８ 年12月の日米合同委員会合意に基づ

き 、 米側に事故報告書の提出を求め、 その内容を公表する こ と 。
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ま た、 関係自治体から 要請があった場合は、 速やかに米側に事故報告書の

提供を求める こ と 。

なお、 米軍が英文で公表し た事故報告書等については、 国において速やか

に翻訳し た上で関係自治体に公表する こ と 。

(3)  事件・事故の原因究明等（外務省、防衛施設庁）

事故等の事後処理、 原因究明、 再発防止策を早急に確立し 、 損害賠償等

については万全を図る こ と 。

なお、 米軍機による 事故等については、 併せて、 事故原因を公表する と

と も に、 再発防止の安全対策が講じ ら れる までは同機種の飛行を中止する

こ と 。 事故等の事後処理、 原因究明、 再発防止策を早急に確立し 、 損害賠

償等については万全を図る こ と 。

Ⅴ 住宅防音工事等、騒音対策の充実を図られたい。

１ 住宅防音工事制度の充実（防衛施設庁）

(1) 70Ｗ値への指定区域の拡大

第１ 種区域の指定に係る値を現行75WECPNLから 、 「 航空機騒音に係る 環

境基準」 を遵守し た70WECPNLに改める こ と 。

(2) 告示日以降の新増築住宅への助成

建築年次にかかわらず、 すべての新増築住宅を助成の対象と する こ と 。

２ 基地に関する苦情等処理体制の充実（防衛施設庁）

基地に関する問題について、 国は住民に対する説明責任を十分に果た

すと と も に、 航空機騒音の苦情を はじめ、 周辺住民から の基地に関する問

合せ等に対し ては、 責任ある対応を すべきである 。

次のこ と について、 早急に適切な措置を講じ る こ と 。
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(1) 苦情等処理体制の充実

基地に関する 地元住民の疑問や意見に十分に対応する ため、 電話機の増

設、 電子メ ールでの対応、 人員の確保など体制の充実を図る こ と 。 特に航

空機騒音の苦情については、 24時間常設のコールセンタ ーを 設置する など 、

処理体制の充実を図る こ と 。 併せて、 NLP終了後に行われる深夜飛行に対す

る苦情対応については、 国が責任を持って対応し 、 苦情対応の職員を各市へ

派遣する こ と 。

(2) 住民への周知等

国が責任を も っ て住民対応を行う こ と や具体的な受付方法・ 窓口につい

て、 十分に広報する と と も に、 自治体等で受けている苦情等が国に届く 連

絡体制を 構築する こ と 。

Ⅵ 国による財政的措置及び各種支援策を充実されたい。

わが国の安全保障に係る負担は、 国民全体で担う べきも のである が、 現状は

基地所在市町村等の一部自治体及び周辺住民の負担の上に成り 立っ ており 、 負

担に相応し た十分な代替措置や助成その他必要な措置を講ずるべきである 。 し

かし ながら 、 現状では基地負担に対する国の財政的措置は不十分な状況にある 。

そこで、 基地所在自治体等の負担に十分配慮し 、 次のこ と について、 適切な措

置を講じ る こ と 。

１ 基地交付金、調整交付金の所要予算確保（総務省、財務省）

(1) 基地交付金の所要予算確保

基地交付金については、 制度本来の趣旨を踏ま え、 固定資産税額に相当

する額が交付できるよ う 所要の予算を確保する こ と 。

(2)  調整交付金での地方税損失分の全額補填

調整交付金については、 地位協定の実施に伴う 固定資産税、 軽自動車税

等地方税の非課税措置も し く は特例措置による 地方公共団体の損失を 全額

補填さ れるよ う 予算措置する こ と 。
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２ 地域振興策の新設（防衛施設庁、内閣府、財務省）

過大な基地負担を踏ま え、 財政的措置の創設も含め、 地域振興策に係る各種

施策を検討、 実施する と と も に、 地元意向が十分に反映さ れる制度と する こ と 。

３ 基地周辺対策経費の所要の予算の確保等（防衛施設庁、財務省）

一部の基地周辺自治体が過大な負担を担っている こ と を踏ま え、 基地負担に

ついての国民理解の醸成に努める こ と 。 ま た、 基地周辺自治体が過大な負担を担

っている こ と を踏まえ、周辺対策経費については申請事業の完全採択及び事業費

の全額国庫負担を実現する ために、 十分な財政上の措置を講じ る と と も に、

基地周辺自治体の実情に応じた、 柔軟な対応が可能と なる 施策と する こ と 。

４ 日米相互理解の促進に係る支援（防衛施設庁、内閣府、財務省）

地域住民と 米軍の相互理解を促進する ための様々な取組に対する財政措置を

含めた各種支援策を実施する こ と 。
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要 望 項 目

Ⅰ 米軍基地の整理・縮小・早期返還を推進するとともに、基地跡地

利用の地元の意向尊重等を図られたい。

１ 基地の整理・縮小・早期返還

次の基地については、 次に掲げる 地元市の跡地利用の構想・ 計画を考慮し 、

早期に返還する こ と 。

併せて 、 提供水域についても 、 早期に返還する こ と 。

(1)  根岸住宅地区〔横浜市〕 ＊日米間で返還方針合意

横浜都心部に近接し 、 海の見える丘の芝生に囲ま れた米国風住宅と いう 、

独特の景観や雰囲気を持っ ており 、 こ う し た特色や隣接する根岸森林公園

の環境を 活用し ながら 、 接収の歴史・ 文化を伝える憩いの空間の形成を目

指す。

(2) 富岡倉庫地区〔横浜市〕 ＊日米間で返還方針合意

海辺の水際線の活用や近接する公園と の連携によ り 、 海と 丘をむすぶ魅

力づく り を図る と と も に、 立地特性を 活かし て新たな産業振興・ 経済発展

に寄与する 空間の形成を目指す。

(3)  深谷通信所〔横浜市〕 ＊日米間で返還方針合意

米軍施設返還の象徴的施設と し て、 ま た、 首都圏の環境再生の拠点と し

て、 特色あるデザインや、 自然・ スポーツ ・ 文化など広く 利用者をひきつ

けるテーマを 備えた大規模な緑の空間の形成を目指す。

(4)  上瀬谷通信施設〔横浜市〕 ＊日米間で返還方針合意

首都圏全体を見据えた防災と 環境再生の一大拠点と し て位置づけ、 平常

時には広く 首都圏の人々が訪れ農と 緑を楽しみ、 災害時には首都圏の広域

防災活動拠点と なる 空間の形成を目指す。

(5)  池子住宅地区及び海軍補助施設

〔横浜市〕 ＊日米間で一部返還方針合意

広域避難場所を兼ねた自然公園等と し て、 緑地を 保全しつつ、 公共公益

施設用地及び都市施設用地と し て利用を図る 。
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〔逗子市〕

広域避難場所を兼ねた自然公園等と し て、 緑地を 保全しつつ、 公共公益

施設用地及び都市施設用地と し て利用を図る 。

(6)  鶴見貯油施設〔横浜市〕

市民利用施設や臨港部の再編整備用地等と し て利用を図る 。

(7)  横浜ノース・ドック〔横浜市〕

都市部に近接し た港湾施設と し ての立地条件を 生かし 、 生活関連物資等

を扱う 港湾施設、 市民利用施設等の用地と し て利用を図る 。

(8)  吾妻倉庫地区〔横須賀市、一部返還〕

比与宇弾庫の側線及びその用地は、 長浦港湾関連諸施設の整備計画の港

湾関連施設と し て利用を図る 。

(9)  横須賀海軍施設〔横須賀市、一部返還〕

通信試験施設部分は、 旧長井住宅地区と 一体と し て利用を図る 。

(10) 相模総合補給廠〔相模原市〕 ＊日米間で一部土地の返還及び共同使

用について基本合意

小田急多摩線のＪ Ｒ相模原駅乗り 入れと あわせ、 広域交流拠点都市を

目指す相模原市の中心市街地にふさわし いまちづく り を早期に進める ｡

交流機能 ～人、 モノ 、 情報の交流によ り 、 楽し さ が生ま れる まちづ

く り ～

文化･教育機能 ～創造性を育むまちづく り ～

業務機能 ～広域経済の核と なる まちづく り ～

ま た、 次に掲げる も のについても早期推進を図る ｡

ア 南北道路(旧県道上溝立川線)の整備による町田方面と のアクセス向上

イ 共同使用区域の市民開放

ウ Ｊ Ｒ横浜線と 並行し た道路整備による東西方向のアクセス向上

エ 北側道路の整備による宮下～上矢部方面のアクセス向上
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(11) 相模原住宅地区〔相模原市〕

中低層の住宅が立ち並ぶ市街地の中に位置する立地条件を 生かし 、 緑を

保全し た公園や防災空間と し ての機能のほか、 文化、 福祉施設の整備を図

る ｡

特に、 次に掲げる も のについては、 早期推進を図る ｡

ア ウォータ ーフィ ルタ ープラント (浄水場)区域の公園等利用

イ 東側外周部分の道路整備による南北方向のアクセス向上

ウ 北西側外周部分を歩行者用の緑道と し て整備

エ 横浜水道道の開放による南北方向のアクセス向上

(12) キャンプ座間

〔相模原市〕

広大で、 起伏に富む地形を 生かし て公園･緑地と し て整備する ほか、 文化、

教育、 福祉施設等の整備を図る ｡

特に、 次に掲げる も のについては、 早期推進を図る ｡

ア ゴルフ場外周道路の整備による周辺地域の渋滞緩和及び南北方向(第7

ゲート 付近～県道51号) のアクセス向上

イ 市道新戸相武台のト ンネル拡幅再整備による 安全性向上及び交通利便

性の向上

ウ ゴルフ場の活用による 市民憩いの場の整備及び防災空間確保

エ 旧ま がり 坂(峰の坂道) の復活による東西方向のアクセス確保

オ 新磯高校東側の道路整備による南北方向のアクセス向上

〔座間市〕

教育、 文化、 福祉等の向上に供する公共公益施設の整備を図る 。

特に、 次に掲げる も のについては、 早急に整備を図り たい。

ア キャンプ座間に県営水道が導入さ れたため、 水道施設用地は公園等と

し て整備を図る 。

イ 県道町田厚木線の市民体育館から 正門までの間をバリ アフリ ー対応の

歩道と し て整備を図る 。

なお、 昭和46年締結の「 覚書」 各事項について誠実に履行さ れたい。
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(13) 厚木海軍飛行場

〔大和市〕

自然と 調和し た快適な都市空間をつく る ため、 綾瀬市と 協調し て地域開

発の拠点と し て整備を図る 。

〔綾瀬市〕

「 緑と 文化が薫るふれあいのまち あやせ」 を 都市像と し 、 大和市と 協

調し て地域開発の拠点と し て整備を図る 。

特に、 遊休化し ている ピクニッ クエリ ア（ 約6ha） 及びゴルフ場地区（ 約

39ha） は、 厚生施設や市民のスポーツ、 レク リ エーショ ンの場と し て利用

を図る 。

西門南側地区（ 約５ ha） は周辺道路と し ての整備を図る 。

２ 返還国有地の利用や処分にあたっての地元の意向の尊重

(1)  地元の利用計画の優先

返還国有地の利用にあたっ ては、 地元の利用計画を最優先し 、 国による

跡地利用についても 地元の計画・ 要望に沿っ たも のと する こ と 。

例えば、 平成17年12月14日返還のあっ た旧小柴貯油施設については、 都

市公園「 開港150周年の森」 と し ての整備を目指し ている 。

(2)  大口返還財産の留保地の利用

利用計画が策定さ れる までの期間中についても 、 地元自治体に無償で貸

し付け、 運動施設・ 広場・ 公園等と し て利用できるよ う 配慮する こ と 。

３ 基地返還に際しての地元負担の軽減

基地の返還、 ま たは共同使用に伴う 代替（ 補償） 工事及び調査費について

は、 全額国庫負担と する こ と 。

４ 返還国有地及び民公有地の管理等

(1) 返還国有地及び民公有地の障害物件等の除去

返還国有地及び民公有地に存在する 障害物件や土壌及び地下水中の汚染

物質の除去は、 国の責任において実施する こ と 。

なお、 地元自治体が行う 場合は、 全額国庫負担と する こ と 。

(2) 返還国有地の管理
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返還国有地の管理にあたっ ては、 万全を期し 、 犯罪、 火災、 環境問題等

の発生源になら ないよ う 配慮する こ と 。
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Ⅱ 日米地位協定の見直しを行うとともに、その運用について、適切

な改善を図られたい。

(注)本項において、 各要望項目に付し てある 、 〔 〕 書きは、 各条項

の内容把握のために、 県市協が説明を付し たも のである 。

１ ２条関係（施設・区域の提供等）

(1)  ２項関係〔施設・区域の提供・返還の合意〕

＜返還等の検討にあたっての事前情報提供等＞

ア 基地の機能変更、 閉鎖、 移転及び返還等の検討にあたっ ては、 あら か

じめ関係自治体に情報提供と 協議を行う こ と 。

ま た、 協議にあたっ ては、 関係自治体の意向を尊重する こ と 。

＜基地の機能強化・恒久化の回避＞

イ 基地の機能強化・ 恒久化につながる 施設建設等は避ける こ と 。

＜施設建設計画等の事前情報提供＞

ウ 施設建設計画等については、 米軍予算で行う も のも 含め、 あら かじめ

関係自治体に情報を提供する と と も に、 その意向に十分配慮する こ と 。

＜基地周辺の生活環境の保全＞

エ 施設の建設等に伴っ て、 周辺の住民の生活環境に影響を 与え、 ま た、

安全・ 安心を脅かすこ と のないよ う 万全の措置を講じ る こ と 。

(2)  ４項関係〔共同使用〕

＜共同使用の促進＞

基地内施設について、 地元自治体と の共同使用を図る と と も に、 使用料

は免除する こ と 。
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２ ３条関係（施設・区域に関する措置）

(1)  １項関係〔管理権〕

＜ノース・ドックでの弾薬積卸しの禁止＞

ア 横浜ノ ース ・ ド ッ ク を経由し ての米軍の北富士・ 東富士での実弾砲撃

演習に伴う 物資の移送にあたっ ては、 弾薬等の積卸し が決し て行われる

こ と のないよ う 努める こ と 。

＜厚木基地での消音施設等の整備＞

イ 厚木基地において、 消音施設、 遮音壁、 防音林、 緑地帯等の増設・ 整

備を進め、 周辺住民の生活環境の保全に一層の努力を する こ と 。

＜キャンプ座間での騒音対策＞

ウ キャンプ座間における ヘリ コプタ ーの飛行活動は、 12時から 13時及

び18時から 翌朝８ 時までの間、 並びに土・ 日曜・ 祝日、 盆、 年末・ 年

始、 日本の伝統行事及び重要な学校行事・ 市民行事等においては、 緊

急やむを得ないも のを除き 、 活動を禁止する と と も に、 低空での旋回

訓練等激し い騒音を伴う 訓練を行わない、 ま た、 住宅地の上空につい

ては、 極力飛行を避ける など、 必要な騒音対策を講じ る こ と 。

ま た、 ヘリ コプタ ーによる 騒音被害について、 国の責任で常時騒音

計を 設置する など、 被害状況を的確に把握する こ と 。 ヘリ コプタ ーの

運用に関し 、 的確な事前情報の提供を行う と と も に住民への十分な説

明を行う こ と 。

＜基地内の文化遺産の保存等＞

エ 基地内の自然環境の保護、 文化遺産の調査・ 保存について、 特段の配

慮を する こ と 。

＜交通事故予防対策の徹底＞

オ 交通事故の予防対策を徹底し て図る こ と 。

＜周辺住民に不安を与える訓練等の禁止＞

カ 基地周辺住民に不安を 与えるよ う な訓練や演習、 物資の備蓄を行わな

いこ と 。
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＜話合いによる問題解決＞

キ 基地に起因する問題については、 地元自治体と の話合いによる解決に

努める こ と 。

＜境界の確定＞

ク 提供地の境界を明確にする と と も に、 提供地内の土地についても 、 将

来、 権利者間に紛争の起きないよ う 措置する こ と 。

＜しゅんせつや海面埋立等の国による実施＞

ケ 施設及び区域において、 しゅんせつや海面埋立、 大規模な土地区画の

形質の変更などを行おう と する場合には、 必ず国の責任で実施する と と

も に、 あら かじめ地元自治体と 協議し 、 その意向を尊重する こ と 。

＜警備が特別に強化される場合の米軍基地の運用等＞

コ テロ対策等で警備が特別に強化さ れる場合の米軍基地の運用等につい

ては、 市民生活の影響を考慮し 、 基地周辺住民の安全確保と 不安解消に

努める と と も に、 周辺道路の渋滞緩和等に配慮する こ と 。

(2)  ３項関係〔公共の安全〕

＜兵員、物資輸送時の安全対策＞

ア 兵員及び燃料や弾薬を始めと する物資の輸送にあたっ ては、 事故等の

ないよ う 安全確保の徹底を図る など、 万全の措置を講じ る こ と 。

＜基地の防災対策＞

イ 貯油施設、 弾薬庫等、 基地の防災対策については、 周辺住民の生命、

財産を守り 安全を確保する ため、 万全の措置を講じ る こ と 。

ま た、 米軍は施設管理の責務を 全う するよ う 、 地元消防当局の援助

に依存する こ と なく 、 全施設の消防体制を 整える こ と 。

＜環境アセスメントの実施＞

ウ 米側による 基地内の米軍施設新設等の際にも 、 環境アセスメ ント を

実施する など国内法令を適用する こ と 。
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＜公害防止設備の定期点検等＞

エ 基地内及び基地周辺の環境問題の発生を未然に防止する ため、 国及び

米側は協力のう え、 基地内の公害防止施設及び設備を定期的に点検し 、

その結果を公表する と と も に、 環境関連法令等に定める各種基準が遵守

さ れるよ う 適切な措置を講じ る こ と 。

＜ＪＥＧＳの訳文の公表等＞

オ 国と し て、 米軍が定めている日本環境管理基準（ Ｊ Ｅ Ｇ Ｓ ） の訳文及

び解説書を作成・ 公表する こ と 。

ま た、 Ｊ Ｅ Ｇ Ｓ の改定にあたっ ては、 あら かじめ関係自治体の意見を

聴取し 、 改定さ れた場合は直ちに情報提供する こ と 。

＜航空機排ガスの大気汚染調査＞

カ 厚木基地周辺における 航空機排ガスによる 大気汚染の影響を調査し 、

調査結果を関係自治体の求めに応じて速やかに公表する こ と 。

＜基地内廃棄物の処理等＞

キ 基地内の廃棄物等の保管及び処理にあたっ ては、 米国政府の責任にお

いて 、 環境関連法令等に基づく 各種基準の遵守及び地元自治体の施策へ

の協力を行う と と も に、 Ｐ Ｃ Ｂ 含有物を始めと する有害な廃棄物等の保

管、 処理、 移動などの状況について、 関係自治体の意向を尊重し て情報

を提供・ 公開する こ と 。

＜雨水排水対策の促進等＞

ク 基地内から の雨水や土砂の流出、 フェンス付近の樹木の維持管理につ

いては、 周辺地域に被害を 及ぼさ ないよ う 雨水排水対策の促進や樹木の

剪定等に万全の措置を講じ る こ と 。

＜ゴルフ場からのボール飛び出し防止策＞

ケ 基地内ゴルフ場から のボールの飛び出し 等による危険を防止する ため

コースのレイアウ ト の見直し 、 利用者への注意喚起及び使用ク ラブの規

制等万全の措置を講じ る こ と 。
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３ ４条関係（施設の返還）

＜返還時の環境調査及び環境浄化義務＞

基地の返還にあたっ ては、 あら かじめ環境調査等を実施し 、 必要があれば

環境の浄化や障害物件の除去などの適切な措置を講じてから 返還するよ う 日

米両政府が責任を も っ て対処する こ と 。

４ ９条関係（合衆国軍隊構成員等の地位）

＜検疫等の国内法適用＞

基地周辺住民の生活環境の保全及び安全確保のため、 人及び動物、 植物に

対する検疫並びに人の保健衛生に関し て、 国内法を適用する こ と 。

５ 10条関係（運転免許証）

(1) 行政処分の実施

米軍人等が、 スピード 違反や酒気帯び運転等、 日本において減点、 罰金

の対象と なる 違反行為を行っ た場合は、 日本の法律に準じて免許停止、 取

消等の措置を行う こ と 。

(2) 米軍人等の私有車両登録

米軍人等の私有車両登録の際、 基地内においても自動車の保管場所の確

保等に関する 法律が遵守さ れるよ う 改善する こ と 。

６ 13条関係（租税）

「私有車両による道路の使用に関する租税」関係

＜自動車税等の優遇措置の是正＞

米軍人等の私有車両に対する自動車税及び軽自動車税の税率は、 平成11年

度に改定さ れたも のの、 現在の民間車両に比し 著し く 低く 不均衡である ので、

早急に是正する こ と 。
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７ 17条関係（裁判権）

(1) 被疑者の速やかな拘禁移転

日本側が第１ 次裁判権を有し 、 被疑者の拘禁の移転要請がある と きには、

米側は速やかにこ れに応じ る こ と を義務づける こ と 。

(2)  事故発生時の現場管理

施設区域外で発生し た米軍機事故の現場管理について、 日米双方の役割

分担を定めるだけでなく 、 現場検証についても 、 日米が共同で行えるよ う

速やかに取り 決める こ と 。

８ 18条関係（請求権の放棄）

(1)  公務外の事件等の補償

米軍人等が公務外で起こ し た事件・ 事故等によ り 被害を 受けた場合にあ

っ ても 、 日米両政府の責任によ り 補償が受けら れるよ う 措置する こ と 。

(2)  損害賠償の迅速な対応等

米軍人等による 事件、 事故などの損害賠償については、 迅速かつ誠意を

も っ て対応する と と も に、 被害にあっ た際の相談窓口を周知する こ と 。

ま た、 少額な損害賠償については、 事務手続きを簡素化する こ と 。

(3)  賠償金の分担金の請求

国は、 公務執行中の米軍等による日本国政府以外の第三者への損害につ

いて 、 国が支払っ た賠償金のう ち、 本条で定める分担案に応じた分担金を 、

米国政府へ強く 請求し 、 確実に払われるよ う 措置する こ と 。

９ 21条関係（郵便）

＜軍事郵便制度の取扱について＞

軍事郵便制度の悪用事例も 生じている こ と から 、 日米地位協定に基づく 制

度の適正な運用と 、 そのための軍人、 軍属への教育を徹底する こ と 。
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10 25条関係（日米合同委員会）

＜合同調査委員会の設置＞

米軍の航空機、 艦船の事故や周辺住民に影響を 及ぼし かねない基地内の

事故等については、 日米合同調査委員会を 設置し 、 調査内容等を公表する

こ と 。

11  日米合同委員会合意事項関係

(1)  「米軍の火薬類運搬上の処置」関係

＜火薬類運搬上の処置の遵守徹底＞

弾薬など火薬類の輸送について、 合意事項を遵守し周辺住民に対し 、 不

安や危険を 与える こ と のないよ う 適切な措置を講じ る こ と 。

(2)  「合衆国の施設及び区域への立入許可手続」関係

＜関係自治体による立入りの原則許可＞

基地周辺の防災、 環境保全等のため、 関係自治体が希望する 基地内立入

り については、 原則と し て許可する こ と を 米側に義務づける こ と 。

(3)  「地方自治体及び民間団体のイベント開催等に伴う在日合衆国軍隊の施

設・区域への立入り」関係

＜イベント開催等の積極的な許可＞

地元自治体や周辺住民によるイベント の開催や施設の利用等について、

積極的に許可するよ う 米側に働きかける こ と 。

12 「米国原子力艦の寄港手続き」関係

(1) 寄港時の事前通報及びその内容遵守

米国原子力艦の寄港時における 事前通報及びその内容を遵守する こ と 。

(2) 寄港に関する情報提供

米国原子力艦の寄港時における放射能調査を円滑に実施する ため、 以下

の措置を講じ る こ と 。

＜寄港通報における出港予定日時の情報提供＞

ア 寄港時の通報内容に出港予定日時を加える と と も に、 出港の２ ４ 時間

以前の通報について明文化する こ と 。
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＜寄港予定の情報提供＞

イ 少なく と も １ ヶ月単位で寄港予定を把握し 、 十分な時間的余裕を も っ

て関係自治体へ情報を提供する こ と 。
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Ⅲ 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」等の積極的な

運用並びに法令の改正を図られたい。

１ 所要予算の確保

「 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する 法律」 の運用にあたっ ては、

地元の意向を十分尊重し 、 基地周辺地域の実情に適合し た生活環境等の整備

の積極的な推進を図る ため、 所要の予算を確保する こ と 。

２ 障害防止工事、民生安定事業等

(1)  維持管理経費等の補助

補助事業範囲を拡大し 、 道路、 公園、 テレビジョ ン共同受信施設等のそ

の後の維持管理に要する経費についても 特段の措置を講じ る こ と 。

(2) 補助対象施設の拡大

障害防止工事及び民生安定事業の補助対象施設の拡大を図る こ と 。

(3) テレビ共同受信施設について

航空機等によるテレビの受信障害対策施設と し て設置さ れているテレビ

ジョ ン共同受信施設について、 現在、 国が進めている 地上波テレビジョ ン

放送のデジタ ル化への対応策を早急に示さ れたい。

３ 特定防衛施設周辺整備調整交付金

(1)  特防調整交付金の増額及び事務手続きの簡素化等

交付金の大幅な増額を図る と と も に、 事務手続きの簡素化及び早期決定

・ 一括配分を図る こ と 。

(2) 特防調整交付金の拡充

交付対象と なる 施設を 限定し ないこ と や施設の維持管理経費も交付金の

対象と する などの制度の拡充を図る こ と 。
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(3) 特定防衛施設関連市町村の拡大

特定防衛施設に「 防衛施設が所在する 市町村の都市形成に著し く 支障を

与える 施設」 を加える ほか、 著し く 航空機騒音被害を 受けている厚木飛行

場の周辺市を新たに特定防衛施設関連市町村と し て指定する などの拡充措

置を早急に図る こ と 。

(4) 特防調整交付金の原子力災害対策への交付

原子力艦の原子力災害対策を行う 関係自治体を新たに交付の対象と する

と と も に、 施設整備に限らず、 当該自治体が行う 原子力災害対策全般を交

付金の対象と するよ う 特段の措置を講じ る こ と 。

なお、 その際、 既存の交付市町村への交付額が減少し ないよ う 配慮する

こ と 。

４ 航空機等の騒音対策

(1)  防音工事に係る措置

＜告示後住宅の対象範囲の拡大＞

ア 国は昭和61年告示後の住宅については、 当面、 昭和61年９ 月の告示

後５ 年以内で見直し後の85W以上の区域に存する住宅を工事の対象と す

る と のこ と である が、 長期にわたっ て騒音被害を被っ てきた住民がい

る こ と から 、 こ れら を対象住宅に含めるよ う さ ら に対象範囲を拡大す

る こ と 。 ま た、 所要の予算確保に努める こ と 。

＜騒音調査体制等の充実等＞

イ 第１ 種区域見直し によ り 、 騒音の被害を 受ける範囲が全体と し て大

幅に拡大し たこ と を踏ま え、 今後も引き続き騒音被害を把握し 、 明ら

かにする ため、 騒音計の増設や県及び厚木基地周辺各市において設置

し ている 騒音計も含めた統合処理等、 調査体制の充実を図る こ と 。

ま た、 関係自治体及び住民に対する公表体制を充実させる こ と 。

＜第Ⅰ工法化等の促進＞

ウ 施工戸数の増加、 第１ 種区域内すべての家屋の第Ｉ 工法化及び防音工

事設計計画基準の改善のための予算措置を講じ る こ と 。
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＜特定住宅防音工事の早期施工＞

エ 特定住宅防音工事は、 早期施工に向け十分な予算確保に努める こ と 。

＜公平かつ迅速な事業実施＞

オ 住宅防音工事の施工にあたっては、 住民に不公平感が生じないよ う 実

施する と と も に、 施工時期については施工主の意向を十分尊重する こ と 。

ま た、 長期にわたる 騒音被害に鑑み、 申請がなさ れた場合早急に実施

し 、 少なく と も １ 年以内に完了するよ う 予算措置並びに事務手続きの迅

速化を図る こ と 。

＜防音施設維持管理費の全額国庫負担＞

カ 住宅、 教育施設等の防音施設に係る維持管理費については、 全額国庫

負担と する こ と 。

＜冷暖房機更新の全額国庫負担等＞

キ 冷暖房機更新は、 全額国庫負担の対象と し 、 修繕についても国庫負担

の対象と する こ と 。 ま た、 冷暖房機は市民生活には不可欠なも のと なっ

ている現状から 、 申請から 工事までの期間を短縮する と と も に、 早期施

工に向け、 実態に即し た計画と十分な予算を確保する こ と 。

＜住民への周知の徹底等＞

ク 住宅防音工事については、 新聞折込、 パンフレッ ト 配布、 インタ ーネ

ッ ト などの手段を講じて、 今後も重ねて適切な時期に工事の進め方など

についてきめ細かく 説明する と と も に、 住宅防音工事助成制度について

の周知を徹底する こ と 。

ま た、 インタ ーネッ ト を利用し た防音工事の申込みを可能と する こ と 。

＜国による相談窓口の設置＞

ケ 対象区域や世帯数が大幅に増えたこ と を踏ま え、 工事実施に関する

相談や申請を受ける窓口を十分に設ける と と も に、 住宅防音工事申請

受付事務については、 地元自治体に負担がかから ないよ う に国が責任

をも って実施する こ と 。

ま た、 施工業者への適切な指導を行う こ と 。
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＜解除地域への特段の配慮＞

コ 空調機能復旧工事を含む住宅防音工事が地元の意向に沿って実施さ れ

るよ う 特段の配慮を行う こ と 。

(2)  騒音計の設置及び維持への助成

騒音計の設置及び維持に要する費用について、 国の助成制度を 設ける こ

と 。

(3)  航空機騒音の苦情処理

航空機騒音の苦情については、 本来、 国において責任ある対応を すべき

である ので、 次の措置を講じる こ と 。

＜空母入出港情報等の提供＞

ア 空母の入出港を はじめ、 艦載機の移動や飛行訓練に関する情報の厚木

基地周辺住民及び関係自治体への迅速、 適切な提供並びに問合せ等への

対応を行う こ と 。

＜騒音測定及び苦情処理事務への助成＞

イ 関係自治体の騒音測定や苦情処理に係る 事務処理に対する助成を行う

こ と 。

(4) ヘリコプター騒音への対応

ヘリ コプタ ーの騒音被害についても 、 被害を受けている 地域の実態を把

握する ため、 騒音計の早期設置等調査体制を 整備する こ と 。

(5) 航空機騒音が与える影響の調査の実施

航空機騒音の周辺住民に与える健康等への影響について、 国の責任で実

態調査を実施し 、 その結果を明ら かにする こ と 。

なお、 国にかわっ て地元自治体が行う 場合にあっ ては、 国の財政的援助

を含め、 全面的に支援する こ と 。

(6) テレビ受信料助成区域の拡大等

テレビ受信料助成については、 騒音被害の及ぶ区域が対象と なるよ う 助

成区域の拡大を行う と と も に、 受信料の全額補助を図る こ と 。

(7) 電話通話料の助成

電話通話料の助成措置を講じ る こ と 。
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５ 農耕阻害補償制度の拡充

農耕阻害については、 補償制度の拡充強化を図る こ と 。

６ 飛行場周辺の国有地の無償貸付等

飛行場周辺の国有地については、 適切な管理をする と と も に、 運動施設、

広場、 公園等と し て周辺住民が活用できる も のは無償で貸し付けら れるよ う

積極的に措置する こ と 。

７ 高さ制限等利用制限の補償

高さ制限等利用制限を受けている飛行場周辺地域の土地については、 こ れ

に対する補償制度を設ける こ と 。

８ 厚木基地周辺における生活環境整備の促進

平成14年に公表さ れた、 防衛施設庁長官の私的諮問機関である 「 飛行場周

辺における 環境整備の在り 方に関する懇談会」 の提言について早期に実現す

る ため、 太陽光発電システムの設置及び外郭防音工事への助成については、

引き続き 、 全世帯を対象と する と と も に、 騒音状況の公開、 訓練情報の提供

等についても 、 早期に実現する こ と 。
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Ⅳ 基地交付金・調整交付金制度を充実されたい。

基地交付金（ 国有提供施設等所在市町村助成交付金） 及び調整交付金（ 施設

等所在市町村調整交付金） については、 次の事項によ り 、 予算額の大幅な増額

をはじめと し た本制度の充実について特段の措置を講じ る と と も に、 算定方法

の情報公開を推進する こ と 。

１ 基地交付金・調整交付金の算定根拠の明示

基地交付金の対象資産価格の全国合計額の公表を始めと し て、 基地交付金

及び調整交付金の算定根拠を明ら かにする こ と 。

２ 制度改正

(1)  政令控除規定の廃止

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する 法律施行令第３ 条第２ 項

のいわゆる 「 政令控除」 の規定を廃止する こ と 。

(2)  近傍類似地域との格差是正

基地交付金の対象資産価格の評価額について、 近傍類似地域と の格差を

是正する こ と 。

(3)  飛行場周辺国有地の対象資産化

特定飛行場周辺の移転跡地等の買い上げ国有地については、 基地交付金

の対象資産に準じた措置を講じ る こ と 。

３ 算定方法等

(1) 事実上の提供財産の算定基礎への算入

事実上米軍に提供さ れている状況にある財産については、 基地交付金の

算定基礎に算入さ れるよ う 速やかに処理する こ と 。

(2) 騒音被害等の算定基礎への算入

基地から 受ける 騒音等の様々な被害も算定基礎に算入する こ と 。
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Ⅴ 駐留軍等労働者対策及び離職者対策の拡充、強化を図られたい。

１ 駐留軍等労働者対策

労務費全額日本側負担の実態を踏ま え、 日本側の労働条件等決定権限の

強化に努める こ と によ り 、 駐留軍等労働者に雇用不安等を与える こ と のな

いよ う 適切な労務管理を図る こ と 。

併せて、 労働条件の向上を図る と と も に、 労働法令に則し た労働安全衛

生が円滑に図ら れるよ う 努める こ と 。

ま た、 不安定な雇用条件の駐留軍等労働者に対し て、 在日米軍再編、 基地

返還時等においても 不当な配置転換や解雇のないよ う に配慮する こ と 。

２ 離職者対策の充実

離職者対策については、 基本的に雇用主と し て国に責任がある こ と を明

確にし 、 在職中の職業訓練等各種援護措置の充実はも と よ り 、 地方駐留軍

関係離職者等対策協議会の設置、 運営を 都道府県労働局が行う こ と と する

など離職者対策等の諸制度を見直すと と も に平成20年５ 月に期限が到来す

る駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長を図る こ と 。

３ 地方離職者対策（福祉）センターに対する支援

地方離職者対策（ 福祉） センタ ーにおける駐留軍等労働者の離職者対策等

に対する国の支援強化を図る と と も に、 駐留軍等労働者の離職者対策等を 事

業の目的と する公益法人の許可等の事務は都道府県労働局の直接執行と する

よ う 見直すこ と 。

ま た、 地方公共団体の負担が生じないよ う 国が責任をも って同センタ ー

を支援する こ と 。
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Ⅵ 周辺事態安全確保法、自衛隊法等の運用について適切な情報提供等

に努められたい。

１ 周辺事態安全確保法等の平素からの情報提供等

周辺事態安全確保法等の運用にあたっては、 地方公共団体の懸念の解消を

図る ためにも 、 平素から 協力要請にあたっ ての省庁別マニュアルを示すなど、

積極的に情報を提供する と と も に、 地方公共団体の意見を聴取する こ と 。

２ 協力要請の際の適時・的確な情報提供等

周辺事態安全確保法第９ 条に基づく 協力要請の際には、 適時・ 的確に情報

の提供を行い、 地方公共団体の意向を十分尊重のう え要請・ 依頼を行う こ と 。

３ 「周辺事態安全確保法第９条の解説」の内容の明確化

「 周辺事態安全確保法第９ 条の解説」 において、 具体的な内容が不明確な

点については、 引き続き 、 地方公共団体の意見を踏ま え、 関係各省庁で調整

し 、 その内容の明確化、 具体化を図り 、 周知する こ と 。

４ 周辺事態安全確保法の目的や趣旨等の周知

国において、 周辺事態安全確保法の目的や趣旨等の周知に努める こ と 。

５ 自衛隊法に基づく警護出動にあたっての知事の意見尊重及び情報提供

自衛隊法に基づく 警護出動の際の知事への意見聴取にあたっ ては、 知事が

責任ある意見を表明できるよ う 十分な情報を提供する と と も に、 その意見を

尊重する こ と 。

ま た、 地元市に対し ても十分な情報の提供に努める こ と 。


